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認定手続きのご案内
１　中津川市地域クラブとは
　国や県が定める「新たな地域クラブ活動（学校部活動から地域に移行・展開された後の活動を担う団体）」に基づき、各種要件を満たし、中津川市地域クラブ事務局から認定を受けた団体のことを言います。
２　中津川市地域クラブへの支援
　・広報活動の支援
　（例：認定地域クラブの活動紹介や募集案内等を学校等の広報資料に掲載）
　・地域クラブ活動の持続可能な運営への支援
　（例：指導者研修会の開催、クラブ運営に要する費用の補助など）
３　認定手続きの流れ
　認定を申請する団体は、申請書類（ガイドライン参照）を地域クラブ事務局に直接提出いただくか、郵送または電子メールによりご提出ください。
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〈注意事項〉
・認定は年度単位で決定するため、毎年度２～３月頃に手続きの更新が必要になります。
・認定後に要件を満たさなかった場合、年度途中でも取り消しを行う場合があります
【中津川市教育委員会　　〒508-0041　中津川市本町２丁目３－２５　本町分庁舎
0573‐66‐1111　gakkou-e@city.nakatsugawa.ne.jp】
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